
いきトク情報⑭ 

 
 

透析治療の医療費は、 

◆血液透析の場合…１か月 約 40万円 

●腹膜透析の場合…１か月 約 30～50 万円 

かかります。とても高額ですし、今後の生活も不安になってくると思います。 

しかし、この高額な医療費の負担が軽減されるように、様々な公的助成制度が確立しています。 

現在、利用できる制度をここではご紹介します。 

 

≪透析治療において利用できる制度≫ 

① 医療保険の特定疾病療養費の制度（全員の方が対象） 

  …高額療養費制度の特例で、人工透析を実施している慢性腎不全は対象となります。 

   制度の利用には「特定疾病療養受給者証」の取得が必要です。 手続きの方法については、 

   下記のご案内を参照して下さい。 

② 身体障害者手帳の申請（腎臓機能障害） 

  …維持透析になった方は、身体障害者手帳の腎臓機能障害１級に該当します。身体障害者１級 

   に認定され障害者手帳が交付されると、さまざまな福祉サービスが受けられるほか、下記の    

   ような医療費の助成を受けることができます。 

□ 後期高齢者医療保険制度へ早期移行（65歳以上 75歳未満の方） 

   後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方。身体障害者手帳取得後、申請により認定を受け 

   る必要があります。 

   ※後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合 

    等の加入者でなくなります。 

□ 地方自治体の重度心身障害者医療費助成制度（65歳未満） 

  …対象になる方においても、自治体によって申請基準や助成金額が異なります。 

   申請する際は必ずお住まいの自治体にご確認ください。 

□ 自立支援医療（更生医療）の制度 

  …心身の障害の軽減、または重症化を防ぐための医療にかかる費用が軽減されます。 

   「身体障害者手帳」を持ち、疾病を有するが治療による改善が見込まれる人が利用できます。 

   人工透析の方は、自立支援医療の「重度かつ継続」の状態に該当します。 

   ただし、一定所得以上の方は対象外または高額療養費の自己負担限度額と同じとなります。 

   申請する際は必ずお住まいの自治体にご相談ください。 

 

初めて人工透析を導入される方へ 



≪医療保険の長期高額疾病（特定疾病）の手続きについて≫ 

 厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、 

事前に申請することにより、「特定疾病療養受給者証」（「特定疾病療養受療証」 

と呼ぶ自治体もあります）が交付され、被保険証と併せて提示することで、           

医療機関の窓口での自己負担額が軽減されます。 

●自己負担額はどのくらいになるの？ 

「特定疾病療養受給者証」を提示することで、１か月の窓口自己負担割合が医療機関ごと 

（注意：入院、通院は別です）に下記の自己負担限度額までになります。 

特定疾病 自己負担限度額 

人工透析が必要な慢性腎不全 

70歳未満上位所得者の方 20,000 円 

70歳未満で上記以外の方 10,000 円 

70歳以上の方 10,000 円 

※上位所得者とは、慢性腎不全で人工透析を受けている 70歳未満の人で、 

年間所得が 600万円を超える方を意味します。 

●手続きはどのようにすればいいの？ 

手続きは主に、以下の流れになります。 

①申請書の取り寄せ 

②医師の診断書（意見書）と①の申請書を、加入している医療保険の保険者に提出 

③数日後（即日発行される場合もあります）、「特定疾病療養受給者証」が交付される 

※保険者によって申請手続き方法などが異なります。詳しくは加入している医療保険の 

保険者にお問い合わせください。 

≪留意すべき事項≫ 

＊「特定疾病療養受給証」は申請した月の１日から適用され、月をまたぐと対象になりません。 

例えば月末に透析導入となり手続きが遅れて次の月に受療証が交付された場合は、前月の 

医療費には適用されません。 

＊病院別、入院・外来別となりますので、各窓口で支払いが生じることがありますが、限度額以上

の過払い分については後日還付があります。 

＊健康保険証が変わった場合、特定疾病療養受給者証も同時に窓口にて手続きが必要になります。 

  

 自治体 担当部署  自治体 担当部署 

① 熊谷市 保険年金課 国保給付係  ④ 秩父市 保険年金課 

② 深谷市 保険年金課 ⑤ 行田市 健康福祉部保険年金課 医療担当 

③ 寄居町 町民課 ⑥ 東松山市 健康福祉部保険年金課 

 

 

 

 

 

 

記載の内容は、202４年１月の情報に基づいています。今後の制度等の改定により

内容に変更が生じる可能性がございますのでご了承ください。 

 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 
患者サポートセンター 


